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（仮称）大分市まちづくり自治基本条例（素案） 
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３． 意 見 交 換  （検討委員） 

    

４． そ  の  他  （検討委員） 

 

５． 閉     会  （検討委員） 

 

 

 

資料１ 



１．（仮称）大分市まちづくり自治基本条例（素案）について 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．（仮称）大分市まちづくり自治基本条例の必要性 

３．（仮称）大分市まちづくり自治基本条例ができた後のまちづくり 

まちづくり自治基本条例とは、一般的に、市民、議会、行政が一緒に自治（市

民主権のまちづくり）を進めるための基本的なルールを定めたものと言われて

います。 

今までは、自治を進める際に「大分市をより良くするために、市民は何をす

れば良いのか。議会、行政にはどういった役割があるのか。」といった「それぞ

れの役割」をきちんと定めた条例はありませんでした。 

まちづくり自治基本条例は、これを明らかにするとともに、行政運営のあり

方や市民参画の仕組みを定めた大分市の最高規範と位置付けられる条例です。 

１．（仮称）大分市まちづくり自治基本条例とは 

地方分権の進展により、国と地方の関係は上下主従の関係から対等協調の関

係へと変わり、地域の特性に合ったまちづくりが進められるようになってきま

した。 

また、市民ニーズやライフスタイルの多様化、コミュニティの希薄化が進む

中、厳しい財政状況により、政策の選択と集中を余儀なくされている行政が行

う取り組みのみでは、全ての市民ニーズに対応することが難しくなっているこ

とから、政策の形成過程等から市民が関わることができるように、基本的な方

針などを明らかにすることも求められています。 

このような時代の変化や要請に応え、大分市の特性を生かした独自のまちづ

くりを協働して進めるために、市民、議会、行政それぞれの役割や責務を明ら

かにし、ルール化したものがまちづくり自治基本条例です。 

本条例に規定される内容の大部分は、既に大分市においても取り組まれてい

るものであり、条例ができたことによって、「大分市のまちづくりが、すぐに大

きく変わる」ということにはならないかもしれませんが、必要な情報を共有す

ることで、市民参画の機会が確保され、市民の意見がより市政に生かされるよ

うになりますので、今まで以上に市民主体のまちづくりが進むものと期待され

ます。 



２．（仮称）大分市まちづくり自治基本条例（素案）のポイント 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

①自治の基本理念 

市民の幸せな暮らしの実現を目指す

ために市民主権でまちづくりを行う 

 

②自治の基本原則 

 

○情報共有の原則 

大分市のまちづくりに必要な

情報は皆で共有し、役立ててい

くことを示しています。 

 

○市民総参加の原則 

大分市のまちづくりに全ての

市民が参加することができるこ

とを示しています。 

 

○協働の原則 

大分市のまちづくりに取り組むにあたっては、市民、

議会、行政がそれぞれの役割分担の下、一緒になって行

動していくことを示しています。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③市民・議会・行政の役割と責務 

   （仮称）大分市まちづくり自治基本条例制定後の大分市では、以下の 

役割分担が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※条文の一部を抜粋 
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３．（仮称）大分市まちづくり自治基本条例（素案）の構造図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数字は条文Ｎｏを示します。 

 

前  文 

市民として、本市の豊かな自然環境と平和で幸福な暮らしを、子どもや孫の世代に確実に引き継ぎ、発展させていく

ことを誓い、その道しるべとして、本市の在り方を定める最高規範である（仮称）大分市まちづくり自治基本条例を 

制定することを宣言しています。 

1 目  的 

市民主体による自治の実現を図ることを目的と

しています。 

2 定  義 

「市民」、「市長等」、「協働」、「総合計画」の定

義付けをしています。 

3 基本理念 

市民の幸せな暮らしの実現を目指す

ための市民主権のまちづくり 

第
１
章 

総
則 

4 基本原則 

市民総参加の原則 

情報共有の原則 

協働の原則 

第
２
章 

理
念
及
び
原
則 

第
３
章 

役
割
等 

市  民 

５ 市民の権利 

６ 市民の責務 

議  会 

７ 議会の基本的役割と責務 

市 長 等 

８  市長等の基本的役割と責務 

９  市長の基本的役割と責務 

10 職員の責務 

第
４
〜
６
章 
自
治
の
仕
組
み 

行政運営 

計画的に業務を行うための総合計画や健全な財政運営、行政評価や情報公開など市民に開かれた 

行政運営の仕組み等を規定しています。 

11 総合計画  12 財政運営  13 政策法務  14 条例の制定等の手続  15 行政評価   

16 行政手続  17 情報公開  18 個人情報の保護  19 権利保護及び苦情対応      

20 危機管理体制の整備等  21 行政組織の編成 

市民参画等 

市民のまちづくりへの参画や意見を述べる機会の確保など、市政への参画の仕組み等を規定しています。 

22 市民参画  23 協働の推進  24 市民提案  25 市民意見の聴取  26 住民投票 

27 審議会、懇話会等 

第
７
章
・
附
則 

まちづくりの推進 

地域コミュニティの支援や多様な文化の尊重など、さらなるまちづくりへの取組みを規定しています。 

28 都市内分権  29 地域コミュニティ  30 連携及び協力  31 多様な文化の尊重等 

32 この条例の位置付け 

本市の自治の最高規範であることを規定しています。 

附  則 

施行期日 

この条例の見直し 
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（仮称）大分市まちづくり自治基本条例（素案） 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第 1 条・第 2 条） 

 第２章 基本理念及び基本原則(第 3 条･第 4 条) 

 第３章 市民、議会及び市長等の役割等 

  第１節 市民（第 5 条・第 6 条） 

  第２節 議会（第 7 条） 

  第３節 市長等（第 8 条－第 10 条） 

 第４章 行政運営（第 11 条－第 21 条） 

 第５章 市民参画等（第 22 条－第 27 条） 

 第６章 まちづくりの推進（第 28 条－第 31 条） 

 第７章 この条例の位置付け（第 32 条） 

附則 

 

＜前文＞ 

 わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊饒
ほうじょう

の

海である豊後水道と別府湾、清らかで豊かな水に恵

まれた大分川と大野川を持つ、この美しく住みよい

まち大分市をこよなく愛しています。 

 大分市は古くは豊後の国の国府が置かれ、十六世

紀には国際交流都市を築くなど、歴史と文化の香り

あふれるまちであり、今も産業集積都市として発展

を続ける東九州の中心都市です。 

 わたしたちは、こうした自然や歴史を育み、文化

や産業を築いた先人の偉業を誇りとし、一人ひとり

の生きた証が、このまちの輝かしい未来につながる

と信じています。 

 わたしたち大分市民は、お互いに尊重し、ともに

考え、行動し、豊かな自然環境と平和で幸福な暮ら

しを、子どもや孫の世代に確実に引き継ぎ、発展さ

せていくことを誓い、その道しるべとして、本市の

在り方を定める最高規範である（仮称）大分市まち

づくり自治基本条例を制定します。 

 

＜第１章 総則＞ 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本理念

及び基本原則を明らかにするとともに、市民、 

議会及び市長等の役割、行政運営の方法、市民の

参画その他のまちづくりの基本となる事項を定

めることにより、市民主体による自治の実現を図

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「市民」とは、次のいず

れかに該当するものをいう。 

 （１）市内に住所を有する者 

 （２）市内に通勤し、又は通学する者 

 （３）市内で事業を営み、又は活動する個人及び

法人その他の団体（以下「事業者、地域活動

団体等」という。） 

２ この条例において「市長等」とは、市長、教育

委員会、選挙管理委員会その他の市の執行機関及

び水道事業管理者をいう。 

３ この条例において「協働」とは、市民、議会及

び市長等が各々の役割分担のもと、手を取り合っ

て共通の課題解決に取り組むことをいう。 

４ この条例において「総合計画」とは、本市にお

ける総合的かつ計画的な行政の運営を図るため

の基本構想及びそれを実現するため、本市の行政

全般にわたり総合的かつ体系的に定める基本計

画を総称したものをいう。 

 

＜第２章 基本理念及び基本原則＞ 

（基本理念） 

第３条 本市は、市民の幸せな暮らしの実現を目指

すために市民主権によるまちづくりを行うこと

を自治の基本理念とする。 

 

（基本原則） 

第４条 本市は、次に掲げる事項を自治の基本原則

としてまちづくりを行うものとする。 

 （１）市民総参加の原則 

    全ての市民が、性別、年齢等を問わず、ま

ちづくりに参加できる機会を有すること。 

 （２）情報共有の原則 

    まちづくりに関する情報を市民、議会及び

市長等が共有すること。 

資料２ 
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 （３）協働の原則 

市民、議会及び市長等が、協働によりまち

づくりに取り組むこと。 

 

＜第３章 市民、議会及び市長等の役割等＞ 

第１節 市民 

（市民の権利） 

第５条 市民は、安心で安全かつ快適な生活を求め

ていく権利を有する。 

２ 市民は、公正な行政サービスを受けることがで

きる。 

３ 市民は、まちづくりに参画することができる。

子どもも年齢に応じたまちづくりへの参画を行

うことができる。 

４ 市民は、市政に関する情報について、公開又は

提供を求めることができる。 

５ 子どもは、将来の地域社会を担う市民として健

やかに育つ環境を求めることができる。 

 

（市民の責務） 

第６条 市民は、自らが自治の主体であることを認

識するとともに、まちづくりに関し次に掲げる責

務を負う。 

 （１）まちづくりへ積極的に参画し、又は自らま

ちづくりに取り組むよう努めること。 

 （２）互いに権利を尊重し、理解し、及び協力す

るよう努めること。 

 （３）自らの発言と行動に責任を持つこと。 

（４）地域コミュニティへの参加を通じて、助け

合いの精神をはぐくみ、地域の課題解決に向

けた行動に努めること。 

 （５）行政サービスに伴う市税等、応分の負担を

負うこと。 

２ 市民は、将来の地域社会を担う子どもが、健や

かに育つための環境作りに努めなければならな

い。 

３ 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成す

る一員としての社会的責任を認識し、地域社会と

の調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄

与するよう努めるものとする。 

第２節 議会 

（議会の基本的役割と責務） 

第７条 議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員で

構成される本市の議事機関であり、住民の代表機

関、本市の意思決定機関としての役割を担う。 

２ 議会は、市民福祉の向上を図ることを基本とし

て、市政の運営に関し二元代表制の一翼を担う重

大な責務を有する。 

３ 議会は、市民に開かれた議会とし、その責務を

明らかにし、市民の信託にこたえるものとする。 

４ 議会における活動原則、市民及び市長との関係

等の基本的事項については、別に条例で定めると

ころによる。 

 

第３節 市長等 

（市長等の基本的役割と責務） 

第８条 市長等は、効率的で、公正かつ透明性の高

い行政運営を行わなければならない。 

２ 市長等は、総合計画に即した総合的かつ計画的

な行政運営を行わなければならない。 

３ 市長等は、公平かつ効率的で質の高い行政サー

ビスの提供を図ることにより、市民福祉の向上に

努めなければならない。 

４ 市長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠

実に執行するとともに、相互に連携して行政機能

を発揮するように努めなければならない。 

５ 市長等は、適切に職員を指揮監督するとともに、

職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよ

う努めなければならない。 

６ 市長等は、市民と協働し、自治及び地域コミュ

ニティ活動の発展を支える人材の育成に努める

ものとする。 

 

（市長の基本的役割と責務） 

第９条 市長は、市民の信託を受けた本市の代表と

して、事務の管理及び執行、補助機関である職員

の指揮監督、市政全体の総合調整その他の権限を

適正に行使しなければならない。 

２ 市長は、市民自治の推進及び市民福祉の向上を

図るため、必要な施策を講じなければならない。 
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３ 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げるため、

効率的な行政運営を行うよう努めなければなら

ない。 

４ 市長は、政策の立案、実施及び評価の過程につ

いて、市民への説明責任を果たすための必要な措

置を講じなければならない。 

５ 市長は、行政サービスの向上を図るため、市民

の意向、地域の実情等を把握するとともに、これ

らを的確に市政に反映させるよう努めなければ

ならない。 

 

（職員の責務） 

第 10 条 職員は、全体の奉仕者として、公正、公

平かつ誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職

務に専念しなければならない。 

２ 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能

力の向上に努めなければならない。 

３ 職員は、常に法令を遵守するとともに、職務に

関し違法又は不当な事実があると認めるときは、

適切に対応しなければならない。 

 

＜第４章 行政運営＞ 

（総合計画） 

第 11 条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図

るため、総合計画を策定するものとする。 

２ 市長は、総合計画の策定に当たっては、市民の

参画の機会を確保するものとする。 

 

（財政運営） 

第 12 条 市長等は、中期的な財政見通しのもとに

予算を編成するなど、計画的で健全な財政運営に

努めなければならない。 

 

（政策法務） 

第 13 条 市長等は、市政の課題に対応した政策を

実行するため、条例、規則等の整備を適正に行う

とともに、市の事務に関する法令の解釈に当たっ

ては、地方自治の本旨に基づき、自主的かつ適正

な解釈を行うよう努めなければならない。 

 

（条例の制定等の手続） 

第 14 条 市長は、市政に関する重要な条例を立案

しようとするときは、市民の参画を図り、又は市

民の意見を反映させるように努めなければなら

ない。 

 

（行政評価） 

第 15 条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営

を図るため、行政評価に関する制度を整備し、実

施するものとする。この場合において、市長等は、

市民の視点に立った外部評価を可能な限り公開

で行うものとする。 

２ 市長等は、前項の規定による行政評価の結果を

市民に公表するとともに、必要に応じて、行政運

営の見直しを行わなければならない。 

 

（行政手続） 

第 16 条 市長等は、行政運営における公正の確保

と透明性の向上を図るため、別に条例で定めると

ころにより、処分、行政指導等に関する手続を明

らかにするものとする。 

 

（情報公開） 

第 17 条 市長等は、市政に関して市民に説明する

責任を果たすとともに、市政に対する市民の理解

と信頼を深めるため、別に条例で定めるところに

より、市が保有する情報を公開するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第 18 条 市長等は、個人の権利利益の保護及び市

政の適正な運営に資するため、別に条例で定める

ところにより、市が保有する個人情報を適正に取

り扱うものとする。 

 

（権利保護及び苦情対応） 

第 19 条 市長等は、行政運営における市民の権利

利益を擁護するため、必要な措置を講じるものと

する。 
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２ 市長等は、行政運営に関する意見、要望、苦情

等があった場合は、速やかに事実関係等を調査し、

必要があると認めるときは、その改善のための適

切な措置を講じなければならない。 

 

（危機管理体制の整備等） 

第 20 条 市長等は、常に災害等の緊急の事態に備

え、市民の身体、生命、財産の安全性が確保でき

るよう、危機管理体制を整備するとともに、その

対応に当たっては、市民、関係団体等との連携及

び協力を図るものとする。 

 

（行政組織の編成） 

第 21 条 市長等は、市民に分かりやすく、機動的

かつ効率的な行政運営が可能となるよう組織の

編成を行うとともに、組織の横断的な調整を図る

ものとする。 

 

＜第５章 市民参画等＞ 

（市民参画） 

第 22 条 本市は、市民がまちづくりに参画する機

会を確保する。 

２ 市長等は、市民がまちづくりに参画するための

仕組みを整備するとともに、その周知を図るもの

とする。 

 

（協働の推進） 

第 23 条 市民、議会及び市長等は、目的と情報を

共有し、相互の理解と信頼のもとに、協働による

まちづくりに取り組むよう努めなければならな

い。 

２ 市長等は、協働の推進に当たっては、市民の自

主性及び自立性を損なわないよう配慮しなけれ

ばならない。 

 

（市民提案） 

第 24 条 市長等は、市民の意見、提言等を市政に

反映させるための制度の拡充に努めなければな

らない。 

 

２ 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階

における情報を、市民に積極的に提供するものと

する。 

 

（市民意見の聴取） 

第 25 条 市長等は、重要な政策等の立案に当たっ

ては、市民から意見を公募する手続（以下「パブ

リックコメント手続」という。）を実施し、広く

市民の意見を求めなければならない。 

２ 市長等は、パブリックコメント手続を実施した

ときは、市民から提出された意見を考慮して意思

決定を行うとともに、その意見に対する考え方を

公表しなければならない。 

３ 市長等は、前２項の規定によるほか、あらゆる

機会を通じて市政に関する市民意見の聴取に努

めなければならない。 

 

（住民投票） 

第 26 条 市長は、市政に関する重要な事項につい

て、直接、住民の意思を確認するため、住民投票

を実施することができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による住民投票を実施した

場合は、その結果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごと

に別に条例で定めるものとする。 

 

（審議会、懇話会等） 

第 27 条 市長等は、法令に基づき設置する審議会

等のほか、必要に応じて市に対する提言、報告等

を行う懇話会等を設置するものとする。 

２ 市長等は、法令等に別段の定めがある場合を除

き、審議会、懇話会等の委員については、見識を

有する者を選任するほか、公募等により市民の幅

広い層から必要な人材を選任するよう努めなけ

ればならない。 

３ 市長等は、審議会、懇話会等の会議の公開に努

めるものとする。 
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＜第６章 まちづくりの推進＞ 

（都市内分権） 

第 28 条 市長等は、市民によるまちづくりの推進

を図るため、地域における自主的かつ自立的な活

動に対する適切な支援を行うなど、都市内分権の

実現に向けた取組を推進するものとする。 

 

（地域コミュニティ） 

第 29 条 市長等は、地域コミュニティとの協働に

より、地域の特性を活かしたまちづくりを推進す

るものとする。 

２ 市長等は、地域における課題について、地域コ

ミュニティの意向を把握するとともに、地域コミ

ュニティにおける合意形成を支援し、その合意さ

れた意見を市政に反映させるよう努めるものと

する。 

３ 市長等は、複数の地域に関する課題について、

関係する地域コミュニティの調整が図られるよ

う必要な支援をするものとする。 

 

（連携及び協力） 

第 30 条 市長等は、まちづくりの課題について、

国、県、他の地方公共団体等との連携を図り、そ

の解決に努めるものとする。 

２ 市長等は、海外の行政機関等との連携及び協力

を深めるとともに、得られた情報や知識を本市の

まちづくりに生かすものとする。 

 

（多様な文化の尊重等） 

第 31 条 市民、議会及び市長等は、多様な文化及

び価値観を理解し、尊重することにより、あらゆ

る人が地域社会の一員として受け入れられるよ

う努めるものとする。 

 

＜第７章 この条例の位置付け＞ 

第 32 条 市民、議会及び市長等は、本市の自治の

最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重

しなければならない。 

 

 

＜附 則＞ 

（施行期日） 

１ この条例は、平成  年  月  日から施行

する。 

 

（この条例の見直し） 

２ 市長は、５年を超えない期間ごとに、市民の意

見を聴いた上で、この条例の規定について検討を

加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置

を講ずるものとする。 



【 市 民 意 見 交 換 会 ア ン ケ ー ト 】（案） 
 

 

本日は、市民意見交換会にご参加いただき、ありがとうございます。 

本日の市民意見交換会で感じられたことなどについて、ご記入方をお願いします。 

 

※（以下の各項目に、☐に☑チェック又はご記入願います。） 

問 １ あなたの年齢、性別を□にチェックしてください。 

    年齢：□ ２０歳未満  □ ２０歳代  □ ３０歳代  □ ４０歳代 

  □ ５０歳代   □ ６０歳代  □ ７０歳以上 

     

性別：□ 男性  □ 女性 

 

問 ２ 本日の市民意見交換会開催をどのようにしてお知りになりましたか。 

    □ 市報  □ 市ホームページ  □ 地域役員の紹介 

    □ 検討委員の紹介  □ その他（              ） 

 

問 ３ 市民意見交換会に参加しようと思った理由は何ですか。 

□ 大分市の事業に関心があるから   

□ 市政への市民参加に関心があるから  

□ まちづくり自治基本条例に関心があるから 

□ 知人、友人に誘われたから 

□ その他（                         ） 

 

問 ４ ｢(仮称)大分市まちづくり自治基本条例｣の説明について 

     □ 分かりやすかった  □ どちらとも言えない  □ 分かりにくかった  

 

問 ５ 説明時間について 

□ 長かった      □ ちょうど良かった   □ 短かった  

 

問 ６ ｢(仮称)大分市まちづくり自治基本条例｣の必要性について 

     □ 必要だと思う     □ どちらとも言えない  □ 必要だと思わない  

 

  

－裏面もご記入くださいー 
 

 

資料３ 



ご意見をお書きください。 

    ご協力ありがとうございました。 

 

なお、市ホームページには、これまでの「（仮称）大分市まちづくり自治基本 

条例（素案）」の検討状況について掲載しております。 

また、ご意見は、パブリックコメント(11 月 1 日～1１月３０日)でも受け付けて

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



所在地 連絡先
参加予定
委員数

玉沢

743番地の2

明野北4丁目

7番8号

中戸次

5115番地の1

坂ノ市南3丁目

5番33号

佐賀関

1407番地の27

荷揚町

4番1号

政所1丁目

4番3号

野津原

800番地

東鶴崎1丁目

2番3号
１４時

１２人

２０人

２０人

１９人

１４人

２２人

１６人

１９時

１０時

１９時

１４時

１９時

１９時

１９時

（土） 稙田市民行政センター 大会議室

１９時

（木）

第１小ホール大分文化会館

大在市民センター 大会議室

（土）

541-1234

　　　　　　　　　　場所

開催日時

11月

（仮称）大分市まちづくり自治基本条例（素案）　市民意見交換会　出席状況表

（月）７日 明治明野公民館 553-3838集会室

会場

５日

８日 （火） 大会議室 597-1000大南市民センター

１０日

１１日 （金） 研修室1・2 575-2557

坂ノ市市民センター

佐賀関公民館

592-1700大会議室

（土）１９日

１７日 （木） 大会議室 588-1111

鶴崎市民行政センター

野津原市民センター

527-2111大会議室

１２日

１５日 （火） １７人

１６人532-1295

592-0511

資料５



（仮称）大分市まちづくり自治基本条例（素案） 

 

＜前文＞ 

 わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊 饒
ほうじょう

の海である豊後水道

と別府湾、清らかで豊かな水に恵まれた大分川と大野川を持つ、こ

の美しく住みよいまち大分市をこよなく愛しています。 

 大分市は古くは豊後の国の国府が置かれ、十六世紀には国際交流

都市を築くなど、歴史と文化の香りあふれるまちであり、今も産業

集積都市として発展を続ける東九州の中心都市です。 

 わたしたちは、こうした自然や歴史を育み、文化や産業を築いた

先人の偉業を誇りとし、一人ひとりの生きた証が、このまちの輝か

しい未来につながると信じています。 

 わたしたち大分市民は、お互いに人権を尊重し、ともに考え、行

動し、豊かな自然環境と平和で幸福な暮らしを、子どもや孫の世代

に確実に引き継ぎ、発展させていくことを誓い、その道しるべとし

て、本市の在り方を定める最高規範である（仮称）大分市まちづく

り自治基本条例を制定します。 

変 更 案 


